
（別紙様式第５号）

１．事業評価の実施

２．事業評価結果の総括

３．各地区の評価結果

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

北陸 新潟県 佐渡市
佐渡地区農山漁村体験推進協議
会

● ●
●
■
▼

▲ C

コロナ禍においても、多数の小学校の教育旅行、ホームステイ及び一般旅行者を受け入れており、マイクロツー
リズムやグリーンツーリズム活動に取り組んでおり、特に県内及び市内の小学校の積極的な受入れは、地元の学校
が地元のよさを学ぶことにもつながり、取組状況について評価できる。また、受入れに向けて地域会議、反省会、
意見交換会、研修会を行い、新型コロナウイルス対策や体験時のリスクマネジメントに取り組むなど、実施体制の
強化に取り組んだことも評価できる。

しかしながら、コロナ禍の影響により、漁業体験のみ実施する学校が増加したことにより宿泊者数は目標を大き
く下回ったため、総合評価としては低調とする。

北陸 新潟県 上越市
（株）スタジォジャパポ
（雪郷おかざわ地域づくり協議会）

●
★

●
●
■

◆ C

「雪郷の住民が地域の観光資源を自らグローバルに発信・提供できる集落」を目指し、地域資源を活用した宿泊・
食・体験コンテンツの開発、インバウンドに対応する環境整備、情報発信等の体制整備に取り組むことができた。

また、年明けからコロナの沈静化とともに体験プログラムやイベントが順当に始動し、雪郷ロッジの宿泊数及び
売上高は前年度比では伸びている。

しかしながら暖冬の影響を受けたこともあり、これらは目標を大きく下回り、冬季以外の季節での体験メニュー
の開発・充実も必要なため、総合評価としては低調とする。

北陸 富山県 富山市 山田地域都市農村交流協議会
●
▼

●
▲

●
■
▼

▲ C

実施体制については、運営母体の活気があり、地域外の若者（相模女子大生等）も活動に参画しており、直売所
（野菜等の産直売場）や飲食店（地元で栽培しているそばを使った蕎麦屋）は遠方からの訪問客だけでなく、富山
市の都市部をはじめとする地元からの人気もあり、来場者数の目標はおおむね達成することができた。

一方、売上高及び延べ宿泊者数については、閉館した温泉旅館「ふれあいの里ささみね」とコテージ「木ＭＡＭ
Ａ」の替わりとして、地域に長期滞在者向けの古民家の貸付や教育旅行による民泊を計画するとともに、自費で古
民家を改修した施設「雪つばき」を開設したが、宿泊するまでには結び付いていない状況であり目標を大きく下
回ったことから、総合評価としては低調とする。

北陸 新潟県 長岡市
（株）寺泊BASE
（寺泊広域まちづくり協議会）

●
★

●
■

◆ A

宿泊施設の運営に関しては、運営体制を確立することができ、売上高、宿泊者数については当初の目標値を大き
く上回っている。また、体験・飲食利用者数については、目標値を下回る結果となっているものの、利用者数の増
加を目指し、現在も自己資金によるプロモーション活動等を行っていることから、優良と評価する。

北陸 新潟県 田上町 田上町農・泊連携推進協議会 ● ●
●
■

A

コロナ渦での活動となったが、インバウンドや都市住民の来訪を意識した食のコンテンツ開発、宿泊を伴う滞在
型の農泊プランの開発、情報発信ツールの充実など、運営会議を重ねながら、アフターコロナを見据えた活動を
行ってきた結果、今年度に計画していた取組や体制整備を図っていることから、優良と評価する。

北陸 新潟県 阿賀町 阿賀町農泊推進地域協議会 ● ●
●
■

A

当年度の目標値はコロナ収束を前提としたものであったが、当該地域においては海外からはもちろん観光客数の
回復は実現しなかった。しかしながら取組そのものはほぼ予定どおり実施することができており、また、今後のイ
ンバウンドも含めた観光産業回復に備えた受け入れ体制の整備は進めることができていることから、優良と評価す
る。

農政局等 事 業 実 施 主 体 名 評 価
事業実施段階

評 価 コ メ ン ト都道府県

令和４年度　農山漁村振興交付金（農泊推進対策）
事業実施主体　評価一覧

令和４年度に実施された「農山漁村振興交付金（農泊推進対策）」の事業について、「農山漁村振興交付金（農泊推進対策）実施要領」（平成30年年３月28日付け29農振第2292号農林水産省農村振興局長通知）第14の１の規定
に基づき、評価を行ったので、その結果を公表する。

　令和４年度に交付金事業を実施した16地区（うち、令和3年度完了地区のうち、実績低調として、昨年度重点指導となった3地区を含む）について、取組の実施状況、成果等を総合的に評価した。
　その結果、優良と認められる地区が７地区、良好と認められる地区が１地区、総合的に低調と認められる地区が８地区との評価結果となった。
　総合的に低調と認められる地区に対しては、重点的な指導、助言等を行う。
　また、昨年度に重点指導の対象となっていた４地区について、重点指導の結果を評価した。その結果、３地区については来年度も引き続き重点的な指導、助言等を行うこととなった。

　１６件

市 町 村



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

北陸 富山県 南砺市
南砺市
（五箇山合掌の里活性化協議会）

●
★

●
★
■

◆ C

昨年度に引き続き、夏と秋のコンテンツ造成を中心に活動しており、トレッキングコースの整備及びのほか農作
業を中心とした体験メニューを取り入れている。また、地元の取れたて食材で食事を提供した結果、飲食客数は目
標を大きく上回ることができた。

しかしながら、宿泊数や体験参加者数については、まだまだ利用者の認知度が低く、目標を大きく下回り、更な
るＰＲ活動、利用者に喜ばれる体験コンテンツの開発・提供を行う必要があるため、総合評価としては低調とす
る。

北陸 富山県 射水市 射水市海街活性化推進協議会 ●
●
■
▼

▲ C

今まで体制については宙に浮いた状態での活動となっていたが、古民家回収施設も完成し、自治体、協議会、漁
師や農家の方々とのワークショップを開催し、地域の関係者と密接な関係を作っていくことを心掛け、少数であっ
ても志を共にできる主体の連携した成功モデルを作っていった結果、富山湾の魚を題材とした体験プログラム等の
開発、定着とともに、プログラム提供者数が倍増するに至っている。

事業実施主体としては、射水市役所との連携も進めてはいるが、売上高や滞在者数などは目標を大きく下回り、
今後、地域内関係者の連携の強化や具体的な戦略をマーケティングの中心に据え、魅力的な体験プログラムの開
発・磨き上げが必要なため、総合評価としては低調とする。

北陸 福井県 若狭町
伝統漁法による三方湖の活性化
推進協議会

● ●
●
■

A

中核法人である（一社）Switch Switchを中心に、伝統漁法を核にした体験や食を提供していく体制が作れてい
る。農山漁村の魅力向上及びマーケティングの取組として、伝統漁法の体験においては、地域の旅行会社と連携し
た教育旅行プログラムとして販売を行っている。その成果として第18回エコツーリズム大賞において優秀賞を受賞
したことで学校や旅行会社へのPR要素となり、売上高や延べ宿泊数が目標を上回ったことから、優良と評価する。

北陸 新潟県 三条市 三条市農泊推進協議会
●
▼

●
■
▲

A

協議会に各業界団体が参加していたこともあり、各構成員の果たす役割の連動性が周知され、構成員が一丸とな
り、体験メニューや地域伝統食の発掘も促進された結果、売上高や体験プログラム数は目標を上回った。また、総
会や役員会を7回開催、ワークショップを8回開催するなど、協議会の体制強化も図られ、農泊関連ツアー造成に繋
がったことから、優良と評価する。

北陸 新潟県 柏崎市 荻ノ島農泊推進協議会 ●
●
■

A

コロナ禍において地域の高齢者への感染が懸念され、活動全般に制約を受けたが、農泊推進事業の具体的な取組
み（①体制の構築・強化の検討②農泊運営方法 ③コンテンツ開発④プロモーション検討⑤広報活動）や人材育成
など取り組むことができていることから、優良と評価する。

北陸 石川県 七尾市 中島地域づくり協議会 ●
●
■

B

令和４年度においては、当初事業実施計画が担当者の不祥事により計画の変更がなされる事態となった。変更
後、短期間において新たに構成員を再編し、優先的かつ重点的に「できること」を実施し概ね達成できたことは評
価できる。今後も中島地域づくり協議会の構成員の充実等体制を強化し、漁業者等地域住民の協力を持ち、事業を
継続することとしていることから、良好と評価する。

北陸 石川県 七尾市

矢田町スローツーリズム推進協議
会

（株）じろざみ

●
★

●
■

◇ C

令和３年度の施設整備事業において、茅葺き屋根の改修を行うための茅が入手できず工事が延長となったことに
伴い、宿泊施設の開業が令和4年夏季から令和５年４月にずれ込み十分な集客を行うことができなかったことから、
売上高及び宿泊数などが目標を大きく下回り、今後、利用者のニーズを的確に把握・検証し、引き続き、魅力ある
コンテンツ開発を協議会構成員とともに進め、課題整理の徹底をする必要があるため、総合評価としては低調とす
る。

北陸 新潟県 新潟市
秋葉区まちづくり協議会

（株）パッチワークAKIHA

●
★

〇
☆
□

◇ C

協議会結成時においては、構成員間の参加意欲に温度差があったが、事業を通じて、協議会構成員以外にも興味
を持った飲食店や事業者も現れるなど、農泊の気運が高まったことは取組初年目としては重要な成果である。

しかしながら、農泊宿泊施設（スロウプハウス）の受入れは令和５年度の秋以降としており、売上高及び宿泊者
数ともに実績に結びついていないため、総合評価としては低調とする。

北陸 富山県 南砺市
城端地区活性化協議会

（株）水と匠

●
★

〇
☆
□

◇ A

城端別院善徳寺の遊休施設である「研修道場」を研修スペースを備えた宿泊施設へと改修し、農泊推進の拠点と
するとともに、地域の農業や食文化とその背景にある仏教や民藝思想を学ぶ多様な講座・体験コンテンツを磨き上
げ、このようなユニークな場所で提供することで、城端ならではの農村滞在型旅行を作り上げている。食事は地域
の生産者の食材を利用し、宿泊者に販売することで、魅力の発信と農産物の消費拡大につなげる取り組みを行って
いることから、優良と評価する。

農政局等 都道府県 市 町 村 事 業 実 施 主 体 名
事業実施段階

評 価 評 価 コ メ ン ト



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

北陸 石川県 七尾市 崎山半島渚泊推進協議会 ●
●
■

C

（高度化促進事業）
崎山地区の強みは、ここにしかない「本物」の漁業体験ができること、また、体験を提供する魅力的でカリスマ

性をもった「人」がいるということであり、担い手の「人」も含めて地域資源を最大に生かしながら、国際交流協
会と連携したインバウンド戦略が成功しつつある。

しかしながら、本物であるがゆえに情報発信のきめ細かさや受入対応が粗削りであるなどの課題を併せ持ってお
り、押さえるべきポイント（インバウンドの受入条件等）を押さえられておらず、また、コロナによる影響もあ
り、売上高及び宿泊者数ともに実績が結びついていないため、総合評価としては低調とする。

（注１）　「事業実施段階」の凡例： ソフト対策　○・・交付対象年度（計画）　●・・交付対象年度（実施済）　□・・目標年度（計画）　■・・目標年度（実施済）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハード対策 ☆・・交付対象年度（計画）　★・・交付対象年度（実施済）　◇・・目標年度（計画）　◆・・目標年度（実施済）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点指導　　▼・・重点指導（通知）　△・・重点指導（結果報告予定）　▲・・重点指導（結果報告）
（注２）　「評価」の区分：　　Ａ・・優良　　Ｂ・・良好　　Ｃ・・低調　　評価対象外・・評価対象外

４．第三者機関の意見聴取

【評価委員会　委員】

【令和５年度評価委員会の開催概要】

４　主な意見

都道府県 評 価

○例えば、バリアフリー施設の整備により、これまで観光や宿泊ができなかった層のニーズの集客を図った取組など、社会問題の解決に資する取組を行った場合、評価の優位性が働くような仕組みを評価に組み込むべ
きである。

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）実施要領平成30年年３月28日付け29農振第2292号農林水産省農村振興局長通知）第14の１の規定に基づき、第三者機関である「農山漁村振興交付金（都市農村交流等）評価委員会」を組織
し、評価に当たり意見の聴取を行った。評価委員会の委員及び開催概要は以下のとおり。

委員長：水上 聡子（アルマス・バイオコスモス研究所 株式会社地域計画連合福井ワーキングルーム 代表）
委　員：古澤 槙一（国立大学法人新潟大学農学部農学科助教）
        松本　正 （株式会社北日本新聞社編集局専任局次長）
          ※　小島 久枝（株式会社オークラニッコーホテルマネジメント金沢宿泊部部長）は欠席

１　日　時 ：令和５年８月２３日（水）　９：００ ～ １２：００
２　場　所 ：金沢広坂合同庁舎第3会議室（オンライン形式による開催）
３　議事概要
　　①　令和４年度評価対象地区の評価方法について
　　　　本年度の評価方法について、説明を行い了承を得た。
　　②　令和４年度評価対象地区の評価及び取組状況について
　　　　令和４年度に事業を実施した16地区（うち、昨年度重点指導となった4地区を含む）の取組概要、評価案及び評価が低調と認められる地区に対する指導案に関して説明し、質疑応答を行った。
　　③　令和４年度事業実施地区の評価案等について
　　　　令和４年度に事業を実施した16地区（うち、昨年度重点指導となった4地区を含む）の評価案等に関して、了承を得た。
　　　　また、昨年度に重点指導対象となっていた４地区の重点指導結果に関して、了解を得た。

市 町 村 事 業 実 施 主 体 名
事業実施段階

評 価 コ メ ン ト

○農山漁村地域は、国土保全、食糧自給、地球温暖化対策など国家的に不可欠な課題に対し様々な価値を有しており、脆弱化する地方の人的資源やコミュニティの役割を重視すべきであり、自立・自走的な視点だけで
なく、このような様々な角度から農山漁村地域の存続をサポートできるような視点を含めた評価に見直すべきである。そのためには、国土交通省や環境省、厚生労働省など省庁間の連携を密にし、農山漁村地域が希望
を持って事業を展開していくことのできる環境を整備していくことが重要。

○実施体制について、事業完了後において自立するためには、事業期間内に人材と資金運営・確保（民間資金を含む）のための目処を立てることができるかが重要。また、効果的なアイデアを生み出すためには、若手
などの登用による意識・行動変容を起こしやすい組織づくりと人材の多様性の高い組織づくりが必要であり、特に意思決定に関わる層のジェンダー多様性を高めることが重要。（日本では特にジェンダーギャップの解
消が最も重要な課題となっている。）このような視点を評価に組み込むべきである。

○売上など具体的に定量化できる成果は重要である一方、数値では評価しづらい様々な社会貢献的要素、従事する当事者や地域がどう変化し、意識変容・行動変容につながったかといった質的価値をどう評価できるか
について、その方法論を確立していくことが必要。これらは、SDGs17項目の様々な側面に貢献し得るものであり、経済的評価だけでは計ることができない重要性を有するものである。

第１回評価委員会

農政局等



○総合評価がＣとなった団体の大半が実施体制の評価がＢとなっているケースが多い点が気になったところ。まずは、実施体制を確立させることが重要であり、体制整備を進めるためには行政がコーディネート機能を
発揮すべきである。

○施設整備（ハード）が遅れたことが原因で計画どおりスタートできなかった場合、また、中核法人や宿泊事業者等が解散や倒産するなど予期しない事態が発生した場合については、目標の見直し（下方修正等）を認
めた上で評価するべきである。

○前年度評価がCで、今年度も引き続きＣ評価となった団体については、前年度の評価結果を踏まえてどのような対策を講じたかがわかるような対比表形式で報告様式を見直すことが必要。

○団体の評価報告を求めるだけではなく、例えば、農水省と厚労省の連携強化など、国側の事業推進等に資する動向なども反映した評価方法に見直すことが必要。

○宿泊・体験メニューと利用者のニーズの間にギャップが生じたこと等によって、協議会の構成員を多様性が高いメンバーに見直した場合、実施体制の評価は高評価にするような仕組みに見直すべきである。

○運営母体のメンバー及び組織が、事業目的に向かって内発的に動機づけられていなければ、質的・量的な事業効果を出すことは難しい。内発的動機づけをもたらすには、有能性・自律性・関係性の欲求を同時に充足
させていくことが重要。そのためには、事業を通して、
　①事業規模の大小に関わらず、一つ一つの活動を通して達成感を積み上げ自信を得るとともに、活動を通して得られる自己有能感、自己有用感を意識する
　②事業ありきではなく、本来の目的意識を見失わずに進む
　③従事するメンバーどうしが信頼のもとで協力し合い、相互理解を通して合意形成を図っていくプロセスを大切にする
以上３つの視点を重視していくことが重要。


